
　西海市危険空き建築物除却支援事業

◆補助対象経費と補助金の額のイメージ

◆補助金の算定例

Ａ：建築物の除却工事費　※ 業者見積額　1,000,000円

Ｂ：補助金の対象経費（Ａの8/10） 　　1,000,000円×8/10＝800,000円

Ｃ：補助金の額（Ｂの1/2、上限30万円） 800,000円×1/2＝400,000円
上限額を越えるため

補助金の額　＝　300,000円

Ｄ：申請者負担額 1,000,000円ー300,000円＝700,000円

※ 建築物の除却工事費は、業者見積額と標準建設費で算定した額のいずれか少ない額
算定例では業者見積額が標準建設費で算定した額より少ないものとして算定
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